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問１

ＣＦＰ認定者にとって業務を行ううえで留意しなければならないのが、関連業法等の順守です。以

下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。

（問題１）

（設問Ａ）以下の文章は、特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の「ＣＦＰ

認定者の行動規範」の抜粋である。文章の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わ

せとして、最も適切なものはどれか。

１．ＣＦＰ認定者は、いかなる場合も（ ア ）を最優先させなければならない。

（中略）

１１．ＣＦＰ認定者は、自らが専門性を持つ分野においてのみ顧客に（ イ ）を提供すること

ができる。自らが専門性を持たない分野においては、資格を有する他の専門家の意見を求め、

又は顧客にこれらの専門家に照会するよう（ イ ）しなければならない。

（中略）

１５．ＣＦＰ認定者は、（ ウ ）のみを作成し、それらを実行援助しなければならない。

１．（ア）顧客の利益  （イ）助言  （ウ）顧客に適合する提案

２．（ア）顧客の利益  （イ）支援  （ウ）自らが支援可能な提案

３．（ア）公共の利益  （イ）助言  （ウ）自らが支援可能な提案

４．（ア）公共の利益  （イ）支援  （ウ）顧客に適合する提案

（問題２）

（設問Ｂ）ＣＦＰ認定者は、著作権について正しく理解しておく必要がある。著作権法に関する次の

記述の適不適の組み合わせとして、正しいものはどれか。

（ア）著作者の権利は、人格的利益を保護する著作者人格権と、財産権としての著作権に分類される。

（イ）実名の著作物の著作権は、著作者の死後８０年を経過するまでの間存続する。

（ウ）他人の著作物を、自分の家族や特定の親しい友人数人にコピーして渡すことは、私的使用目的に

当たらない。

（エ）官公庁が一般に周知するため作成・公表した広報資料や統計データは、転載を禁止する旨の表示

がない限り、説明の材料として雑誌に転載することができる。

１．（ア）および（イ）は適切であるが、（ウ）および（エ）は不適切。

２．（ア）および（エ）は適切であるが、（イ）および（ウ）は不適切。

３．（イ）および（ウ）は適切であるが、（ア）および（エ）は不適切。

４．（ウ）および（エ）は適切であるが、（ア）および（イ）は不適切。
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（問題３）

（設問Ｃ）「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」に関する次の記述のうち、最も適切なも

のはどれか。

１．個人情報取扱事業者には、国や地方公共団体も含まれる。

２．取り扱う個人情報の数が５,０００以下の事業者は、規制の対象とならない。

３．顔、指紋、掌紋等、身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号で特定

の個人を識別できるものは、生存する個人に関するものであれば個人情報に該当する。

４．合併による事業の承継に伴って個人データの提供を受けようとする新設会社は、その取得に

当たり、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
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問２

ＣＦＰ認定者にとって、ライフプランニングに関する最新の情報に関心をもち、情報収集しておく

ことは大切です。以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。

（問題４）

（設問Ａ）都道府県・指定都市社会福祉協議会（窓口業務は市町村の社会福祉協議会等で実施）の日常

生活自立支援事業（以下「本事業」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはど

れか。

１．生活保護受給世帯における本事業の利用料は、その他の世帯に係る利用料の２分の１である。

２．本事業の利用者が福祉施設に入所した場合や病院に入院したときは、本事業を利用すること

ができなくなる。

３．本事業では、年金証書や預貯金通帳、実印、銀行印などを保管するサービスがあるが、宝石、

貴金属は保管の対象とならない。

４．成年後見制度の被保佐人や被補助人は、本事業に係る契約内容を理解できる人であっても本

事業を利用することができない。

（問題５）

（設問Ｂ）「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に基づく年金生活者支援給付金に関する次の

記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、年金生活者支援

給付金の支給要件を満たしているものとする。

１．年金生活者支援給付金は、日本国内に住所を有しない人に対しても支給される。

２．障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金は、本人およびその人と同一世

帯の全員が市町村民税非課税であることが支給要件である。

３．老齢年金生活者支援給付金は、所得税の計算上、雑所得として課税対象となる。

４．老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金を繰り上げて受給している６５歳未満の人には

支給されない。
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問３

会社員のパーソナルファイナンスに関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中

から１つ選んでください。なお、設問Ａ、Ｂについては以下の＜資料＞に基づいて解答してください。

＜資料＞

【収入に関する事項】

○給与収入（年間・手取り）

倉田 信夫さん（本人・会社員）：現在３５０万円

倉田 紀子さん（妻・パート）：現在１２０万円

就業時間を増やし、２０２６年から２００万円（現在価値）

【支出に関する事項】

○基本生活費 年間３００万円（現在価値）

○住宅関連費（賃貸マンション）

家賃（管理費等込み）：年間１２０万円

○教育費

長女および長男はともに、小学校および中学校は公立、高校は私立への進学を予定している。

［教育費の現在価値］

小学校 中学校 高校

公立 公立 私立 公立 私立

年間教育費 ３０万円 ５０万円 １１０万円 ４０万円 ９０万円

入学一時金 － １０万円 ４０万円 １５万円 ３５万円

※キャッシュフロー表の「教育費」について、小学校に入学する年の前年までに記載されている金

額は、保育料である。

○生命保険料 年間３４万円

○自動車関連費（すべて現在価値）

維持費：毎年２０万円

買替え：２０２５年に２００万円

車検費用：２０２１年、２０２３年、２０２８年、２０３０年、２０３２年、２０３４年に車検

を行う。費用は、１回当たり１０万円

○その他支出 毎年１０万円（現在価値）

○一時的支出

家族旅行：２０２７年と２０３１年にそれぞれ３０万円（現在価値）

【留意事項】

・ キャッシュフロー表の同一の欄に計上する項目が複数ある場合、それらの合計額に変動率を

適用し算出した金額によること。
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＜現状のキャッシュフロー表＞ （単位：万円）
経過年数 基準年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

西暦（年） ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７

家
族
・
年
齢

倉田 信夫 本人 ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０
   紀子 妻 ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８
   京子 長女 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
   将司 長男 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

ライフイベント
長女

小学校

入学

自動車

買替え

長男

小学校

入学

家族旅行

変動率

収
入

給与収入（本人） １.５％ ３５０ ３５５ ３６１ ３６６ ３７１ ３７７ ３８３ ３８８
給与収入（妻） １.０％ １２０ １２１ １２２

収入合計 － ４７０ ４７６ ４８３ ( ア )

支
出

基本生活費 １.０％ ３００ ３０３ ３０６ ３０９ ３１２ ３１５ ３１８ ３２２
住宅関連費 ０.０％ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０
教育費（長女） １.０％ ２５ ２５ ２６ ２６ ３１ ３２ ３２ ３２
教育費（長男） １.０％ ２５ ２５ ２６ ２６ ２６ ２６ ３２ ３２
生命保険料 ０.０％ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４
自動車関連費 １.０％ ２０ ３０
その他支出 １.０％ １０ １０ １０ １０ １０ １１ １１ １１
一時的支出 １.０％ ０ ０

支出合計 － ５３４ ５４７

年間収支 － ▲６４ ▲７１
預貯金等残高 １.０％ ６００ ５３５

経過年数 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
西暦（年） ２０２８ ２０２９ ２０３０ ２０３１ ２０３２ ２０３３ ２０３４ ２０３５

家
族
・
年
齢

倉田 信夫 本人 ４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８
   紀子 妻 ３９ ４０ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４６
   京子 長女 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
   将司 長男 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

ライフイベント
長女

中学入学
家族旅行

長男

中学入学

長女

高校入学

長男

高校入学
変動率

収
入

給与収入（本人） １.５％ ３９４ ４００ ４０６ ４１２ ４１８ ４２５ ４３１ ４３８
給与収入（妻） １.０％

収入合計 －

支
出

基本生活費 １.０％ ３２５ ３２８ ３３１ ３３５ ３３８ ３４１ ３４５ ３４８
住宅関連費 ０.０％ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０
教育費（長女） １.０％ ３２
教育費（長男） １.０％ ３２
生命保険料 ０.０％ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４
自動車関連費 １.０％ ２３ ３４ ２３
その他支出 １.０％ １１ １１ １１ １１ １１ １１ １１ １２
一時的支出 １.０％

支出合計 － （ イ ）
年間収支 －
預貯金等残高 １.０％ １５７
※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。また、記載されている数値は正しいものとする。
※各項目の計算に当たっては端数を残し、表中に記入の際は万円未満四捨五入したものを使用すること。

ただし、預貯金等残高は各年ごとに端数を残さず、万円未満四捨五入のうえ計算すること。
※収入合計と支出合計、年間収支は表中に記載すべき整数で計算すること。
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（問題６）

（設問Ａ）倉田さん夫婦は、将来の資金設計についてＣＦＰ認定者に相談し、キャッシュフロー表を

作成してもらうことにした。現状のキャッシュフロー表中の空欄（ア）、（イ）にあてはまる

金額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては係数表を使用せず、

電卓にて計算すること。

１．（ア）５９５ （イ）６１１

２．（ア）５９５ （イ）６４４

３．（ア）５１０ （イ）６１１

４．（ア）５１０ （イ）６４４

（問題７）

（設問Ｂ）紀子さんは、収入を増やすため働き方の見直しを考えており、ＣＦＰ認定者に以下の＜見

直しの内容＞を反映させたキャッシュフロー表を作成してもらうことにした。見直し後のキ

ャッシュフロー表中の空欄（ウ）にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、計

算に当たっては係数表を使用せず、電卓にて計算すること。

＜見直しの内容＞

紀子さんの給与収入（手取り）：２０２６年以降、年間２８０万円（現在価値）とする。

その他支出：２０２３年以降、年間１５万円（現在価値）とする。

１．７５８

２．７６８

３．７７４

４．８０８
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＜見直し後のキャッシュフロー表＞ （単位：万円）
経過年数 基準年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

西暦（年） ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７

家
族
・
年
齢

倉田 信夫 本人 ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０
   紀子 妻 ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８
   京子 長女 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
   将司 長男 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

ライフイベント
長女

小学校

入学

自動車

買替え

長男

小学校

入学

家族旅行

変動率

収
入

給与収入（本人） １.５％ ３５０ ３５５ ３６１ ３６６ ３７１ ３７７ ３８３ ３８８
給与収入（妻） １.０％ １２０ １２１ １２２

収入合計 － ４７０ ４７６ ４８３

支
出

基本生活費 １.０％ ３００ ３０３ ３０６ ３０９ ３１２ ３１５ ３１８ ３２２
住宅関連費 ０.０％ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０
教育費（長女） １.０％ ２５ ２５ ２６ ２６ ３１ ３２ ３２ ３２
教育費（長男） １.０％ ２５ ２５ ２６ ２６ ２６ ２６ ３２ ３２
生命保険料 ０.０％ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４
自動車関連費 １.０％ ２０ ３０
その他支出 １.０％ １０ １０ １０
一時的支出 １.０％ ０ ０

支出合計 － ５３４ ５４７

年間収支 － ▲６４ ▲７１
預貯金等残高 １.０％ ６００ ５３５

経過年数 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
西暦（年） ２０２８ ２０２９ ２０３０ ２０３１ ２０３２ ２０３３ ２０３４ ２０３５

家
族
・
年
齢

倉田 信夫 本人 ４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８
   紀子 妻 ３９ ４０ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４６
   京子 長女 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
   将司 長男 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

ライフイベント
長女

中学入学
家族旅行

長男

中学入学

長女

高校入学

長男

高校入学
変動率

収
入

給与収入（本人） １.５％ ３９４ ４００ ４０６ ４１２ ４１８ ４２５ ４３１ ４３８
給与収入（妻） １.０％

収入合計 －

支
出

基本生活費 １.０％ ３２５ ３２８ ３３１ ３３５ ３３８ ３４１ ３４５ ３４８
住宅関連費 ０.０％ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０
教育費（長女） １.０％ ３２
教育費（長男） １.０％ ３２
生命保険料 ０.０％ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４ ３４
自動車関連費 １.０％ ２３ ３４ ２３
その他支出 １.０％
一時的支出 １.０％

支出合計 －
年間収支 －
預貯金等残高 １.０％ ３８６ ５１０ ５９６ ６７６ ７５０ （ ウ ）

※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。また、記載されている数値は正しいものとする。
※各項目の計算に当たっては端数を残し、表中に記入の際は万円未満四捨五入したものを使用すること。

ただし、預貯金等残高は各年ごとに端数を残さず、万円未満四捨五入のうえ計算すること。
※収入合計と支出合計、年間収支は表中に記載すべき整数で計算すること。
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（問題８）

（設問Ｃ）会社員の宇野さんは、２０３４年３月末に定年退職をする予定である。宇野さんは退職後の

生活資金を準備するため、２０２２年４月１日から資金運用を開始する。定年退職後は蓄え

た資金と退職一時金を複利運用しながら、３０年間にわたり毎年３月末に一定金額を取り崩

して受け取るほか、自動車の購入に充てたいと考えている。以下の＜条件＞に基づく場合、

２０２２年４月１日からの７年間において毎年３月末に積み立てるべき一定金額（最少額）

として、正しいものはどれか。なお、運用益についての税金等は考慮しないものとする。ま

た、計算に当たっては、次の係数表を乗算で使用し、計算過程で端数が生じた場合は円未満

を四捨五入し、解答に当たっては万円未満を切り上げること。

＜条件＞

・ 用意した貯蓄４００万円（２０２２年３月末時点）を、２０２２年４月１日から２０３４年３

月末までの１２年間、年利１.５％で複利運用する。

・ ２０２２年４月１日からの７年間は、毎年３月末に一定金額を積み立てながら、年利１.０％で

複利運用し、積み立てた金額を２０２９年４月１日からの５年間は、年利２.０％で複利運用す

る。

・ ２０２９年４月１日からの５年間は、毎年３月末に３０万円を積み立てながら、年利２.０％で

複利運用する。

・ ２０３４年３月末に退職一時金１,３００万円（手取り額）を受け取る。

・ 退職時から３０年間、蓄えた資金と受け取った退職一時金を年利１.０％で複利運用しながら、

毎年３月末に８４万円ずつ取り崩す。

・ 退職時から４年間、年利１.０％で複利運用し、２０３８年３月末に自動車購入資金として２７０

万円を取り崩す。
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＜係数表＞ ※係数表の数値は正しいものとする。

［終価係数］ ［現価係数］

期間 １.０％ １.５％ ２.０％ 期間 １.０％ １.５％ ２.０％

４年 １.０４１ １.０６１ １.０８２ ４年 ０.９６１ ０.９４２ ０.９２４

５年 １.０５１ １.０７７ １.１０４ ５年 ０.９５１ ０.９２８ ０.９０６

７年 １.０７２ １.１１０ １.１４９ ７年 ０.９３３ ０.９０１ ０.８７１

１２年 １.１２７ １.１９６ １.２６８ １２年 ０.８８７ ０.８３６ ０.７８８

３０年 １.３４８ １.５６３ １.８１１ ３０年 ０.７４２ ０.６４０ ０.５５２

［年金終価係数］ ［年金現価係数］

期間 １.０％ １.５％ ２.０％ 期間 １.０％ １.５％ ２.０％

４年 ４.０６０ ４.０９１ ４.１２２ ４年 ３.９０２ ３.８５４ ３.８０８

５年 ５.１０１ ５.１５２ ５.２０４ ５年 ４.８５３ ４.７８３ ４.７１３

７年 ７.２１４ ７.３２３ ７.４３４ ７年 ６.７２８ ６.５９８ ６.４７２

１２年 １２.６８３ １３.０４１ １３.４１２ １２年 １１.２５５ １０.９０８ １０.５７５

３０年 ３４.７８５ ３７.５３９ ４０.５６８ ３０年 ２５.８０８ ２４.０１６ ２２.３９６

［資本回収係数］ ［減債基金係数］

期間 １.０％ １.５％ ２.０％ 期間 １.０％ １.５％ ２.０％

４年 ０.２５６ ０.２５９ ０.２６３ ４年 ０.２４６ ０.２４４ ０.２４３

５年 ０.２０６ ０.２０９ ０.２１２ ５年 ０.１９６ ０.１９４ ０.１９２

７年 ０.１４９ ０.１５２ ０.１５５ ７年 ０.１３９ ０.１３７ ０.１３５

１２年 ０.０８９ ０.０９２ ０.０９５ １２年 ０.０７９ ０.０７７ ０.０７５

３０年 ０.０３９ ０.０４２ ０.０４５ ３０年 ０.０２９ ０.０２７ ０.０２５

１．６３万円

２．６４万円

３．６７万円

４．６９万円
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問４

住宅取得や教育に係る資金設計等に関する以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれの答えを１～４の中

から１つ選んでください。

（問題９）

（設問Ａ）三上さん（会社員・年収５５０万円）は、住宅購入を計画しており、ＣＦＰ認定者に以下

の＜条件＞に基づくシミュレーションを依頼した。このシミュレーションにおける購入可能

な物件価格の上限として、正しいものはどれか。なお、円未満の端数が生じた場合は円未満

を四捨五入し、住宅ローンの借入額および物件価格については１０万円未満を切り捨てるこ

と。また、消費税および贈与税については考慮しないものとする。

＜条件＞

・ 用意した住宅購入資金５００万円と母から贈与された１５０万円を住宅購入に充てる。これら

の資金で不足する分については、住宅ローンを利用する。

・ 住宅ローンの借入額については、住宅ローンの年間元利合計返済額が、現在の年収の２０％と

なるようにする。

・ 住宅ローンの条件は、金利年１.５０％（全期間固定）、返済期間２５年（返済回数３００回）、

元利均等返済、毎月返済のみ（ボーナス返済なし）とする。

・ 借入額１００万円当たりの毎月の元利合計返済額は３,９９９円とする。

・ 住宅購入のための諸費用は物件価格の８％とし、上記で準備した資金の中から充てるものとす

る。

１．２,５８０万円

２．２,７２０万円

３．２,８００万円

４．２,９４０万円
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（問題１０）

（設問Ｂ）大垣さんは、以下の＜住宅ローン＞について返済額軽減型の繰上げ返済を検討中である。借

入れから５年経過した時点（返済回数６０回終了後）で、５００万円の繰上げ返済を行った

場合、削減される年間の返済額（元利合計）として、正しいものはどれか。なお、繰上げ返

済のための手数料等については考慮しないこと。また、計算に当たっては、下記の係数表を

乗算で使用し、計算過程で端数が生じた場合は円未満を四捨五入し、解答に当たっては万円

未満を切り捨てること。

＜住宅ローン＞

借入額：２,２００万円

借入金利：年１.２０％（全期間固定）

返済方法：元利均等返済、毎月返済のみ（ボーナス返済なし）

返済期間：２０年（返済回数２４０回）

＜係数表＞ ※係数表の数値は正しいものとする。

［終価係数（１ヵ月用）］ ［現価係数（１ヵ月用）］

期間 １.２０％ 期間 １.２０％

５年 １.０６１８０ ５年 ０.９４１７９

１５年 １.１９７１１ １５年 ０.８３５３５

２０年 １.２７１１０ ２０年 ０.７８６７２

［年金終価係数（１ヵ月用）］ ［年金現価係数（１ヵ月用）］

期間 １.２０％ 期間 １.２０％

５年 ６１.８０４７１ ５年 ５８.２０７２３

１５年 １９７.１０９６９ １５年 １６４.６５４６６

２０年 ２７１.０９６７１ ２０年 ２１３.２７７８０

［資本回収係数（１ヵ月用）］ ［減債基金係数（１ヵ月用）］

期間 １.２０％ 期間 １.２０％

５年 ０.０１７１８ ５年 ０.０１６１８

１５年 ０.００６０７ １５年 ０.００５０７

２０年 ０.００４６９ ２０年 ０.００３６９

１．１２万円

２．３６万円

３．４６万円

４．５６万円
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（問題１１）

（設問Ｃ）＜資料＞の４人のうち、住宅ローンの「フラット３５」の利用条件を満たす人の組み合わせ

として、最も適切なものはどれか。なお、いずれも＜資料＞に記載されている以外の条件は

すべて満たしているものとし、借換え融資および親子リレー返済ではないものとする。

＜資料＞

申込時

の年齢
国籍等 住宅の概要 本人の持分

Ａさん ４１歳

ドイツ国籍

※日本の永住

許可を受け

ている

床面積６５ｍ2（壁芯面積）の新築分譲マン

ション
１０分の１０

Ｂさん ５１歳 日本国籍
床面積１７０ｍ2の店舗付き新築一戸建て住

宅（住宅部分の床面積は９０ｍ2）
１０分の１０

Ｃさん ３７歳 日本国籍 床面積１２０ｍ2の一戸建て住宅

１０分の１

※配偶者の親

との共有

Ｄさん ７２歳 日本国籍
床面積４９ｍ2（壁芯面積）の新築分譲マン

ション
１０分の１０

１．ＡさんとＢさんとＣさん

２．ＡさんとＢさんとＤさん

３．ＡさんとＤさん

４．ＢさんとＣさん

（問題１２）

（設問Ｄ）日本政策金融公庫の教育一般貸付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．申込人になることができるのは、原則として、学生・生徒の保護者のほか、学生・生徒の６

親等内の血族や配偶者、３親等内の姻族である。

２．在学期間中は元金の返済を据え置き、利息のみの返済とすることもできるが、この場合の元

金据置期間は返済期間に含まれる。

３．融資の対象となる資金使途としては、学校納付金のほかパソコン購入費や通学費用があるが、

学生の国民年金保険料は対象外である。

４．教育資金融資保証基金の保証を受ける場合、保証金額（借入金額）と返済期間および元金据

置期間に応じた保証料が融資金から差し引かれる。
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（問題１３）

（設問Ｅ）日本学生支援機構の貸与型奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．貸与型奨学金には、第一種奨学金、第二種奨学金および入学時の一時金として貸与される入

学時特別増額貸与奨学金がある。

２．貸与型奨学金の返還方式において、所得連動返還方式を利用することができるのは第二種奨

学金採用者であり、第一種奨学金採用者は利用することができない。

３．減額返還制度を利用することにより、毎月の返還金額を２分の１または３分の１に減額する

ことができるが、返還総額が減額されるわけではない。

４．返還期限猶予制度（一般猶予）の適用期間は、原則として通算１０年（１２０ヵ月）が限度

である。
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問５

働き方とその関連法令等に関する以下の設問Ａ～Ｈについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ

選んでください。

（問題１４）

（設問Ａ）労働基準法に基づく年次有給休暇および育児・介護休業法に基づく子の看護休暇、介護休暇

に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．使用者が年次有給休暇を時間単位で与えるには、対象労働者の範囲など一定の事項を規定し

た労使協定を締結しなければならない。

２．時間単位で取得することができる年次有給休暇の上限は、年１０日である。

３．年次有給休暇の日数のうち年５日について使用者がその時季を定めることにより取得させる

場合、その年次有給休暇を時間単位で与えることはできない。

４．子の看護休暇および介護休暇は、労使協定で対象外とされた人を除き、時間単位で取得する

ことができる。



2021年度第1回 ライフプランニング・リタイアメントプランニング

17ライフプランニング・リタイアメントプランニング ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 無断複製転載禁止

（問題１５）

（設問Ｂ）明石さん（３８歳）は、２０２１年５月末日に１６年間継続勤務していたＴＫ株式会社を自

己都合により退職した。以下の＜資料＞に基づいて計算した明石さんに支給される雇用保険

法の基本手当の日額として、正しいものはどれか。なお、明石さんはこれまで基本手当の給

付を受けたことはない。また、解答に当たっては円未満を切り捨てること。

＜資料＞

［明石さんの２０２０年１１月から２０２１年５月までの給与等の状況］ （単位：円）

月別実出勤日数 基本給 時間外手当 通勤手当
賞与

（年１回）

１１月分 １８日 ２６７,０００ ２０,０００ １２,０００ －

１２月分 １９日 ２６７,０００ ２３,０００ １２,０００ ４５０,０００

１月分 １７日 ２６７,０００ １８,０００ １２,０００ －

２月分 １０日 ９５,０００ － － －

３月分 ２３日 ２６７,０００ ２３,０００ １２,０００ －

４月分 ２０日 ２６７,０００ ２２,０００ １２,０００ －

５月分 １８日 ２６７,０００ ２０,０００ １２,０００ －

合計 １２５日 １,６９７,０００ １２６,０００ ７２,０００ ４５０,０００

※明石さんは２０２１年２月にボランティア休暇を取得している。社内規程によりボランティア休

暇取得中の賃金は発生せず、２月分の給与は基本給を実出勤日数で日割り計算したものに基づく。

※その他支給額：退職金（５月末日）１,０８０,０００円

※賃金締切日は月の末日、賃金支払日は当月末日であるものとする。

※便宜上、実出勤日数と賃金支払基礎日数は同じであるものとする。

［基本手当の日額の計算式（離職時の年齢が３０歳以上４５歳未満）］

賃金日額（Ｗ） 基本手当の日額

２,５７４円以上 ５,０３０円未満 ０.８Ｗ

５,０３０円以上 １２,３９０円以下 ０.８Ｗ－０.３｛（Ｗ－５,０３０）／７,３６０｝Ｗ

１２,３９０円超 １５,２１０円以下 ０.５Ｗ

１５,２１０円（上限額）超 ７,６０５円（上限額）

１．５,９７４円

２．６,１６２円

３．７,２００円

４．７,６０５円
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（問題１６）

（設問Ｃ）雇用保険法の特定理由離職者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．特定理由離職者は、公共職業安定所において求職の申込みを行った後、待期期間および給付

制限期間が経過しなければ基本手当は支給されない。

２．特定理由離職者は、離職の日以前の１年間に被保険者期間が通算して６ヵ月以上あれば、受

給資格を得ることができる。

３．自己都合であっても、事業所が遠隔地に移転し通勤が困難となったことにより離職した人は、

特定理由離職者に該当する。

４．労働契約の期間満了により２０２１年３月３１日に離職し、特定理由離職者となった場合の

基本手当の所定給付日数は、当該特定理由離職者の被保険者であった期間および離職時の年

齢により区分されている。

（問題１７）

（設問Ｄ）ＺＧ株式会社に入社して３年目の東根さん（２４歳）は、２０２１年９月に退職し、その半

年後から雇用保険法の特定一般教育訓練給付金の支給対象となる講座の受講を検討している。

雇用保険法の特定一般教育訓練給付金についてＣＦＰ認定者が東根さんに行った以下の説

明の空欄（ア）～（エ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

なお、東根さんは入社以来継続して雇用保険の一般被保険者であり、これまでに教育訓練給

付金を受けたことはない。

「特定一般教育訓練給付金を受給するためには、同一の事業主の適用事業に継続して雇用保険の被

保険者として（ ア ）以上雇用されていたことが必要ですが、初めて教育訓練給付金を受ける場

合は１年以上とされます。なお、訓練前キャリアコンサルティングを受け、受講開始日の（ イ ）

前までに、受給資格確認票にジョブ・カード等を添付して管轄の公共職業安定所長に提出しなけれ

ばなりません。また、退職後に特定一般教育訓練給付金を受給するには、離職日の翌日から対象講

座の受講開始日までが１年以内であることが必要です。特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育

訓練の受講のために支払った費用の（ ウ ）に相当する額とされ、その額が４千円を超える場合

に、（ エ ）を上限として支給されます。」

１．（ア）５年 （イ）１ヵ月 （ウ）２０％ （エ）１０万円

２．（ア）３年 （イ）１ヵ月 （ウ）４０％ （エ）２０万円

３．（ア）３年 （イ）２ヵ月 （ウ）２０％ （エ）１０万円

４．（ア）５年 （イ）２ヵ月 （ウ）４０％ （エ）２０万円
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（問題１８）

（設問Ｅ）ＧＸ株式会社に勤務する大下さんは、２０２１年１０月末日に６０歳の定年を迎えた後も会

社の継続雇用制度を利用して６５歳まで働き続けたいと考えている。以下の＜資料＞に基づ

いて計算した大下さんの雇用保険法の高年齢雇用継続基本給付金の支給額として、正しいも

のはどれか。なお、記載のない事項については、高年齢雇用継続基本給付金の支給要件を満

たしているものとする。また、賃金低下率は表示単位の小数点以下第３位を四捨五入、支給

額は円未満を切り捨てるものとする。

＜資料＞

［大下さんのデータ］

・ ６０歳到達時の賃金月額：５４０,０００円

・ 支給対象月に支払われた賃金額：２９５,０００円

［高年齢雇用継続基本給付金の支給額の計算式］

・ 賃金低下率（※）が６１％未満の場合

支給額＝支給対象月に支払われた賃金額×１５％

・ 賃金低下率（※）が６１％以上７５％未満の場合

支給額＝－
１８３

２８０
×支給対象月に支払われた賃金額＋

１３７.２５

２８０
×６０歳到達時の賃金月額

（※）賃金低下率（％）＝
支給対象月に支払われた賃金額

６０歳到達時の賃金月額
×１００

［高年齢雇用継続基本給付金の限度額等］

賃金月額の上限額 ４７９,１００円

支給限度額 ３６５,１１４円

最低限度額 ２,０５９円

１． ２,０５９円

２．４２,０４０円

３．４４,２５０円

４．７１,８９２円
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（問題１９）

（設問Ｆ）雇用保険法における６５歳以上の高齢者の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なもの

はどれか。

１．６５歳以上の高齢者が被保険者とされるのは、同一の事業主の適用事業に、６５歳に達した

日の前日から引き続いて、６５歳に達した日以後においても雇用されている場合に限られる。

２．高年齢被保険者は、雇用保険料の徴収が免除されており、被保険者、事業主ともに保険料を

負担する必要がない。

３．雇用保険の一般被保険者として６５歳に達する前に離職した人が、６５歳に達してから公共

職業安定所で求職の申込みを行い、失業の認定を受けた場合には、一定の受給要件を満たす

ことにより、基本手当が支給される。

４．高年齢受給資格者に支給される高年齢求職者給付金には、待期期間や給付制限期間が設けら

れておらず、求職の申込み後、即日失業の認定を受け、受給することができる。

（問題２０）

（設問Ｇ）育児・介護休業法に基づく男性の育児休業に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあては

まる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

・ 男性の育児休業は、配偶者の（ ア ）取得することができる。

・ 男性は、原則として、子の出生後（ イ ）に育児休業を開始し、かつ終了している場合、再

度、育児休業を取得することができる。

・ 両親がともに育児休業を取得する場合に、「両親ともに育児休業をする場合の特例（パパ・ママ

育休プラス）」の適用を受けるときは、育児休業の対象となる子の年齢が１歳に達するまでから

（ ウ ）に達するまで休業できる期間が延長される。

１．（ア）出産予定日または出産日から （イ）８週間以内 （ウ）１歳２ヵ月

２．（ア）出産予定日または出産日から （イ）３ヵ月以内 （ウ）２歳

３．（ア）産後休業が終了してから   （イ）８週間以内 （ウ）２歳

４．（ア）産後休業が終了してから   （イ）３ヵ月以内 （ウ）１歳２ヵ月
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（問題２１）

（設問Ｈ）育児・介護休業法に基づく介護休業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．介護休業は、要介護状態にある対象家族の介護のために、対象家族１人につき、通算して

９３日まで、３回を上限として分割取得することができる。

２．要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、２週間以上の期間

にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

３．介護休業の対象家族は、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む）、父母および子（これらの者に準ずるものとして、祖父母、兄弟姉妹およ

び孫を含む）、配偶者の父母である。

４．介護休業中の人について、その介護休業の終了予定日の前に産前産後休業期間が始まった場

合、介護休業終了予定日までは介護休業期間とされる。
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問６

社会保険の適用や給付等に関する以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ

選んでください。

（問題２２）

（設問Ａ）落合正一さんは、妻の由美さんと２人でＭＳ市に居住している。以下の＜資料＞に基づく、

正一さんが支払う２０２１年度分の国民健康保険料の世帯合計額（年額）として、正しいも

のはどれか。なお、保険料減免措置の適用はないものとする。また、計算に当たっては、医

療分、後期高齢者支援金等分、介護分のそれぞれの世帯合計額について、円未満の端数は切

り捨てること。

＜資料＞

［落合家のデータ］

氏名 続柄 年齢 備考

落合 正一 本人（世帯主） ６８歳 前年の公的年金（老齢年金）の収入金額２５３万円

落合 由美 妻 ６３歳 専業主婦（所得なし）

※世帯は２人のみであり、上記以外の収入はない。

［ＭＳ市の国民健康保険料（年額）］

所得割の算定基礎額＝前年の総所得金額等－基礎控除４３万円

項目 所得割の率
均等割

（１人当たり）

平等割

（１世帯当たり）

医療分 ９.４６％ １７,７５０円 ３２,０２０円

後期高齢者支援金等分 ３.０９％ ５,７３０円 １０,３３０円

介護分 ２.５３％ ５,３３０円 ７,３８０円

※医療分と後期高齢者支援金等分は、すべての被保険者について賦課される。介護分は、４０歳以

上６５歳未満の被保険者について賦課される。

※限度額については、考慮しないものとする。

［公的年金等控除額の速算表（６５歳以上）］

公的年金等の収入金額（Ａ）

公的年金等控除額

公的年金等に係る雑所得以外の所得

に係る合計所得金額

１,０００万円 以下

３３０万円 以下 １１０万円

３３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円

１,０００万円 超 １９５.５万円
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１．２２７,５２０円

２．２５２,８２０円

３．２５８,１５０円

４．２８１,４８５円
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（問題２３）

（設問Ｂ）以下の＜ケース１＞～＜ケース３＞の人が、２０２１年４月に介護保険法に基づく介護給付

対象サービス（以下「介護サービス」という）を受けた場合の利用者負担割合に関する次の

記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本設問における利用者負担割合は以下の＜資

料＞によって判定するものとし、合計所得金額は前年の所得によるものとする。また、利用

者負担の上限は考慮しないものとし、いずれの人も介護サービスを利用する際に介護保険被

保険者証と介護負担割合証を提示しているものとする。

＜資料＞

［ＰＹ市における介護保険の利用者負担割合］

※６５歳以上の人が２人以上いる世帯の、６５歳以上の人の所得等を合算

６５歳以上で本人が市民税課税

Ｙｅｓ

年金収入＋その他の合計所得金額

単身世帯で３４０万円以上 または

世帯合算（※）で４６３万円以上

２２０万円以上

３割

１６０万円以上

２２０万円未満

本人の合計所得金額

１６０万円未満

年金収入＋その他の合計所得金額

単身世帯で２８０万円以上 または

世帯合算（※）で３４６万円以上

Ｎｏ

Ｎｏ

２割 １割

Ｙｅｓ Ｙｅｓ Ｎｏ



2021年度第1回 ライフプランニング・リタイアメントプランニング

25ライフプランニング・リタイアメントプランニング ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 無断複製転載禁止

＜公的年金等控除額の速算表（６５歳以上）＞

公的年金等の収入金額（Ａ）

公的年金等控除額

公的年金等に係る雑所得以外の所得

に係る合計所得金額

１,０００万円 以下

３３０万円 以下 １１０万円

３３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円

１,０００万円 超 １９５.５万円

氏名 続柄 年齢
前年の公的年金

（老齢年金）収入
市民税

＜ケース１＞
加藤 洋一 夫 ８６歳 ２９０万円 課税

加藤 清子 妻 ８８歳 １１０万円 非課税

＜ケース２＞
井上 義彦 夫 ９４歳 ３５０万円 課税

井上 花子 妻 ９０歳 ２００万円 課税

＜ケース３＞ 安西 光男 本人 ９２歳 ３００万円 課税

※上記の人はいずれも公的年金以外の収入はない。

※上記の人はすべてＰＹ市に居住しており、夫婦はいずれも同一世帯である。

※いずれの世帯も、上記の人のほかに同一世帯に属する人はいない。

１．＜ケース１＞の加藤洋一さんの利用者負担割合は、１割である。

２．＜ケース２＞の井上義彦さんの利用者負担割合は、３割である。

３．＜ケース２＞の井上花子さんの利用者負担割合は、２割である。

４．＜ケース３＞の安西光男さんの利用者負担割合は、１割である。



ライフプランニング・リタイアメントプランニング 2021年度第1回

26ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 無断複製転載禁止 ライフプランニング・リタイアメントプランニング

（問題２４）

（設問Ｃ）ＫＷ株式会社に勤務する北村さんの以下の＜資料＞に基づく定時決定による２０２１年９月

の健康保険および厚生年金保険の標準報酬月額として、正しいものはどれか。なお、計算過

程で端数が生じた場合は、円未満を切り捨てること。

＜資料＞

［北村さんの２０２１年４月から６月までの給与等の状況］

基本給 時間外手当 通勤手当 賞与 合計

４月支給分給与 190,000円 15,000円 15,000円 － 220,000円

５月支給分給与 200,000円 25,000円 15,000円 － 240,000円

６月支給分給与 200,000円 20,000円 15,000円 － 235,000円

６月支給分賞与 － － － 200,000円 200,000円

・ 北村さんは、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定および産前産後休業終了時改

定の対象者ではない。

・ ２０２１年４月、５月、６月支給分の給与について、報酬の支払基礎日数は、いずれの月も

１７日以上であるものとする。

・ ６月と１２月の年２回賞与が支給される。

・ 上記に記載のないものの支給はない。

［標準報酬月額等級表］ （単位：円）

標準報酬 報酬月額

健康保険等級 厚生年金保険等級 月額 以上 未満

１７ １４ ２００,０００ １９５,０００～２１０,０００

１８ １５ ２２０,０００ ２１０,０００～２３０,０００

１９ １６ ２４０,０００ ２３０,０００～２５０,０００

２０ １７ ２６０,０００ ２５０,０００～２７０,０００

１．２００,０００円

２．２２０,０００円

３．２４０,０００円

４．２６０,０００円
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（問題２５）

（設問Ｄ）国民年金法の産前産後の保険料の免除に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる

語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、多胎妊娠ではないものとする。

産前産後の保険料の免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から（ ア ）であり、

この期間は（ イ ）とされる。産前産後の保険料の免除を受けている人は、その期間について付

加保険料を（ ウ ）。

１．（ア）４ヵ月間 （イ）保険料納付済期間  （ウ）納付することができる

２．（ア）３ヵ月間 （イ）保険料全額免除期間 （ウ）納付することができる

３．（ア）３ヵ月間 （イ）保険料納付済期間  （ウ）納付することができない

４．（ア）４ヵ月間 （イ）保険料全額免除期間 （ウ）納付することができない

（問題２６）

（設問Ｅ）唐沢晃司さんは、家族４人でＺＸ市に居住している（同一世帯である）。以下の＜唐沢家の

データ＞に基づく国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

なお、記載のない事項については、国民年金の被保険者となる要件を満たしているものとす

る。

＜唐沢家のデータ＞

氏名 続柄 年齢 備考

唐沢 晃司 本人 ４５歳
・ ＺＡ株式会社に勤務しており、厚生年金保険の被保険者であ

る。

唐沢 好美 妻 ４３歳
・ 専業主婦であり、晃司さんの健康保険の被扶養者となってい

る。

唐沢 美和 長女 ２０歳
・ 大学生（未婚）であり、晃司さんの健康保険の被扶養者とな

っている。

唐沢 幸子 母 ６８歳

・ 無職であり、晃司さんの健康保険の被扶養者となっている。

・ 国民年金の保険料納付済期間は１１０月であり、他に保険料

免除期間、合算対象期間はない。

１．晃司さんが障害等級３級の障害の状態となり、ＺＡ社で厚生年金保険の被保険者として働き

続ける場合、障害厚生年金の受給権を取得した日に国民年金の第２号被保険者ではなくなる。

２．晃司さんがＺＡ社の海外支店に赴任し、好美さんが同行する場合、好美さんは国民年金の第

３号被保険者でいることはできない。

３．美和さんは、現在、国民年金の第３号被保険者である。

４．幸子さんは、現時点において国民年金の任意加入被保険者となることができる。
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問７

全国健康保険協会管掌健康保険（以下「協会けんぽ」という）に関する以下の設問Ａ～Ｆについて、

それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。

（問題２７）

（設問Ａ）山岸宏明さんは、家族３人でＺＫ市に居住している（同一世帯である）。以下の＜山岸家の

データ＞に基づく協会けんぽの被扶養者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ

か。なお、記載のない事項については、被扶養者となる要件を満たしているものとする。

＜山岸家のデータ＞

氏名 続柄 年齢 備考

山岸 宏明 本人 ４７歳
・ ＺＨ株式会社に勤務しており、年間収入は９００万円である。

・ 協会けんぽの被保険者である。

山岸 潤子 妻 ４５歳 ・ 専業主婦である。

山岸 亮太 長男 １９歳 ・ 大学生（未婚）であり、収入はない。

山岸 幸三 父 ７６歳

・ ＺＬ市に祥子さんと居住している。

・ 無職であり、老齢基礎年金を受給している。年間収入は６０万円で

ある。

山岸 祥子 姉 ５０歳
・ 未婚で、幸三さんの介護をしており、パート勤務による年間収入は

１２０万円である。

１．潤子さんが週の所定労働時間が１０時間のパートタイマーとして勤務する場合、年間収入が

１３０万円未満であれば、被扶養者となることができる。

２．亮太さんが海外へ留学する場合、留学期間中は被扶養者となることができない。

３．幸三さんは、後期高齢者医療制度の被保険者であるため、被扶養者となることができない。

４．祥子さんは、宏明さんから仕送りによる援助を年間６０万円受ける場合、被扶養者となるこ

とができない。

（問題２８）

（設問Ｂ）協会けんぽの任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

１．任意継続被保険者となるには、被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して６ヵ月以上被

保険者であったことが必要である。

２．任意継続被保険者の保険料は、退職前２ヵ月間の給与収入の合計額および世帯人数に応じて

定められる。

３．任意継続被保険者は、配偶者が被保険者となっている健康保険の被扶養者となるという理由

で、被保険者資格を任意に喪失することができる。

４．任意継続被保険者は、初めて納付すべき保険料を除き、正当な理由がなく保険料を納付期日

までに納付しなかったときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。
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（問題２９）

（設問Ｃ）協会けんぽの被保険者である山田さんは、私傷病による労務不能により、２０２１年３月に

１６日間欠勤し、傷病手当金を請求した。以下の＜資料＞に基づき、山田さんが受け取るこ

とができる傷病手当金の合計額として、正しいものはどれか。なお、山田さんは傷病手当金

の支給要件をすべて満たしているものとし、欠勤日について報酬は支払われないものとする。

＜資料＞

［山田さんの２０２１年３月の勤務状況］

月 火 水 木 金 土 日

１
○出勤

２
×欠勤

３
×欠勤

４
○出勤

５
×欠勤

６
公休日

７
公休日

８
×欠勤

９
×欠勤

１０
×欠勤

１１
×欠勤

１２
×欠勤

１３
公休日

１４
公休日

１５

×欠勤

１６

×欠勤

１７

×欠勤

１８

×欠勤

１９

×欠勤

２０

公休日

２１

公休日

２２
×欠勤

２３
×欠勤

２４
×欠勤

２５
○出勤

２６
○出勤

２７
公休日

２８
公休日

２９
○出勤

３０
○出勤

３１
○出勤

※労務不能と認められた期間：３月２日（火）～３月２４日（水）

［標準報酬月額の状況］

２０１９年３月～２０２０年８月の標準報酬月額：２４０,０００円

２０２０年９月～２０２１年３月の標準報酬月額：２６０,０００円

［傷病手当金の１日当たりの額の計算式（円未満四捨五入）］

支給開始月以前の直近の継続した１２ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額×
１

３０
×

２

３

１．５５,５３０円

２．５５,９３０円

３．９４,４０１円

４．９５,０８１円

１０円未満四捨五入
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（問題３０）

（設問Ｄ）ＹＥ株式会社に勤務している松尾さん（５９歳）は、２０２１年４月から傷病手当金を受給

しており、２０２１年８月３１日にＹＥ社を退職する予定である。松尾さんの協会けんぽの

加入状況が以下のとおりである場合、傷病手当金の資格喪失後の継続給付に関する次の記述

のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、支給要件を満たし

ているものとする。

＜松尾さんの協会けんぽの加入状況＞

ＹＤ社 ＹＥ社

入社日（被保険者資格取得日） ２０１５年４月 １日 ２０２０年１０月 １日

退職（予定）日 ２０２０年９月３０日 ２０２１年 ８月３１日

※ＹＤ社、ＹＥ社ともに協会けんぽの適用事業所である。

１．松尾さんに資格喪失後の継続給付による傷病手当金が支給される場合、その傷病手当金は

ＹＥ社の退職日から１年６ヵ月の範囲内で支給される。

２．松尾さんがＹＥ社の退職日に出勤した場合、退職後に労務不能状態が続いていても、資格喪

失後の継続給付による傷病手当金を受けることはできない。

３．松尾さんが傷病手当金と同一の疾病により傷病手当金の支給額を上回る障害厚生年金を受給

できる場合、資格喪失後の継続給付による傷病手当金は支給されない。

４．松尾さんが退職後に、任意継続被保険者ではなく国民健康保険の被保険者になった場合でも、

資格喪失後の継続給付による傷病手当金を受けることができる。

（問題３１）

（設問Ｅ）協会けんぽの給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．入院期間中の食費の自己負担額である食事療養標準負担額は、低所得者に対する軽減措置は

ない。

２．療養費は、療養の給付等を行うことが困難であると保険者が認める場合に支給されるが、海

外出張先において日本国内で保険診療として認められている治療を受けた場合も対象となる。

３．傷病手当金と出産手当金を同時に受給できる場合、傷病手当金は支給されないが、出産手当

金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額に相当する傷病手当金が支給される。

４．訪問看護療養費は、同一の疾病または負傷について、介護保険法の規定により訪問看護療養

費に相当する給付を受けることができる場合、支給されない。
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（問題３２）

（設問Ｆ）大場さん（３５歳）は、２０２１年５月１日にＬＡ病院に入院し手術を受け、同年５月９日

に退院した。以下の＜資料＞に基づき、大場さんが２０２１年５月にＬＡ病院に支払った診

療費の領収書の領収額合計（ア）の金額として、正しいものはどれか。なお、ＬＡ病院には

健康保険限度額適用認定証を提示しているものとし、多数回該当および入院時の食事代等、

記載のない事項については考慮しないものとする。

＜資料＞

［大場さんのデータ］

・ 協会けんぽの被保険者であり、標準報酬月額は４１万円である。

・ ２０２１年５月に他に医療費等はない。

・ 一部負担割合は、３割である。

［ＬＡ病院に支払った診療費の領収書（一部抜粋）］

保険適用
区分 合計

診療費 ２,０００,０００円

保険外
区分 合計

室料差額 ２００,０００円

負担額 消費税 領収額合計

＊＊＊円 ＊＊＊円 （ ア ）円

※問題作成の都合上、一部を「＊＊＊」にしてある。

［７０歳未満の高額療養費に係る自己負担限度額（抜粋）］

所得区分 自己負担限度額（月額）

標準報酬月額２８万～５０万円 ８０,１００円＋（総医療費－２６７,０００円）×１％

１．３０３,４３０

２．３０５,４３０

３．３１７,４３０

４．３１９,４３０
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問８

公的年金制度の仕組みや受給額等に関する以下の設問Ａ～Ｈについて、それぞれの答えを１～４の中

から１つ選んでください。なお、解答に当たっては、以下の計算式等を使用してください。また、年金

額の計算に当たっては、計算過程、解答ともに円未満を四捨五入してください。以下、厚生年金保険を

「厚生年金」とします。

［第１号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給開始年齢（一部抜粋）］

生年月日
男子 女子

定額部分 報酬比例部分 定額部分 報酬比例部分

昭２９.４.２～昭３０.４.１ － ６１歳 － ６０歳
昭３０.４.２～昭３１.４.１ － ６２歳 － 〃
昭３１.４.２～昭３２.４.１ － 〃 － 〃
昭３２.４.２～昭３３.４.１ － ６３歳 － 〃
昭３３.４.２～昭３４.４.１ － 〃 － ６１歳
昭３４.４.２～昭３５.４.１ － ６４歳 － 〃
昭３５.４.２～昭３６.４.１ － 〃 － ６２歳
昭３６.４.２～昭３７.４.１ － （６５歳） － 〃
昭３７.４.２～昭３８.４.１ － 〃 － ６３歳
昭３８.４.２～昭３９.４.１ － 〃 － 〃
昭３９.４.２～昭４０.４.１ － 〃 － ６４歳
昭４０.４.２～昭４１.４.１ － 〃 － 〃
昭４１.４.２以降 － 〃 － （６５歳）

［特別支給の老齢厚生年金の計算式］

（１）定額部分：１,６３０円×被保険者期間の月数（上限４８０月）

（２）報酬比例部分：（ア）＋（イ）

（ア）２００３（平成１５）年３月以前の被保険者期間分

平均標準報酬月額 ×
７.１２５

１０００
×

２００３（平成１５）年３月以前の

被保険者期間の月数

（イ）２００３（平成１５）年４月以後の被保険者期間分

平均標準報酬額 ×
５.４８１

１０００
×

２００３（平成１５）年４月以後の

被保険者期間の月数

［経過的加算の額の計算式］

定額部分相当額－７８１,７００円×
２０歳以上６０歳未満の間の厚生年金被保険者期間の月数

４８０月

［老齢厚生年金の配偶者の加給年金額］ ３９０,９００円

［老齢基礎年金の満額］ ７８１,７００円

［老齢基礎年金の振替加算額］（一部抜粋）

受給権者の生年月日 振替加算額

１９５７（昭和３２）年４月２日～１９５８（昭和３３）年４月１日 ３８,９０８円

１９５８（昭和３３）年４月２日～１９５９（昭和３４）年４月１日 ３３,０６０円

１９５９（昭和３４）年４月２日～１９６０（昭和３５）年４月１日 ２６,９８８円
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（問題３３）

（設問Ａ）会社員の佐野裕司さんが６４歳の誕生日に会社を退職する場合、以下の＜資料＞に基づき裕

司さんが退職後に受け取ることができる特別支給の老齢厚生年金の額として、正しいものは

どれか。

＜資料＞

［裕司さんのデータ］

・ １９５９（昭和３４）年５月３０日生まれ（６２歳）

・ 大学院を修了後、１９８４（昭和５９）年４月にＫＺ株式会社に入社（厚生年金加入）し、

６０歳の誕生日に定年を迎えた。以後嘱託社員として再雇用されており、６４歳の誕生日ま

で厚生年金に加入して働く予定である。

・ 裕司さんは未婚であり、今後も結婚する予定はない。また、障害の状態にない。

［裕司さんの厚生年金加入歴等］

※国民年金加入歴も含め、上記以外の公的年金加入期間はない。

１． ６８６,２３０円

２． ７６４,４７０円

３．１,０２１,９３３円

４．１,１５０,８４６円

▼

６０歳
▲

退職
▲

２００３年
（平成１５年）

４月
▼

被保険者期間

２２８月

平均標準報酬月額

３１万円

被保険者期間

１９３月

平均標準報酬額

４９万円

１９８４年
（昭和５９年）

４月

被保険者期間

４８月

平均標準報酬額

４９万円

入社
▲
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（問題３４）

（設問Ｂ）（問題３３）の裕司さんが６４歳で会社を退職後、６５歳に達するまでの１２ヵ月間、国民

年金に任意加入して保険料を納付した場合、裕司さんが６５歳から受け取ることができる老

齢給付の額として、正しいものはどれか。

１．１,８０５,９４６円

２．１,８３６,４６２円

３．１,９１５,３１６円

４．１,９３４,８５９円

（問題３５）

（設問Ｃ）以下の＜資料＞に基づき、成田恵子さんが６５歳から受け取ることができる老齢基礎年金の

額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［恵子さんのデータ］

・ １９５７（昭和３２）年８月２０日生まれ（６３歳）、未婚である。

・ １９７７（昭和５２）年８月から１９８０（昭和５５）年３月までは大学生であり、国民年

金に任意加入していなかった。

［恵子さんの公的年金加入歴］

※恵子さんは、免除期間を除く国民年金第１号被保険者期間についてすべて保険料を納付しており、

免除期間に係る保険料の追納および６０歳以後の任意加入はしていない。

［老齢基礎年金の満額］ ７８１,７００円

２０歳
▲

１９８０年

(昭和55年)

４月
▼

６０歳
▲

１９７７年

(昭和52年)

８月
▼

２０１４年

(平成26年)

４月
▼

国民年金

第１号被保険者

３２４月
４分の３
免除期間

１６月

国民年金

未加入

３２月

厚生年金

被保険者

８４月

国民年金

第１号被保険者

全額
免除期間
２４月

▼

１９８７年

(昭和62年)

４月
▼

２０１７年

(平成29年)

８月
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［保険料免除期間の老齢基礎年金額への反映割合（２００９<平成２１>年４月分以降の免除期間）］

保険料免除期間の種類 老齢基礎年金額への反映割合

４分の１免除 免除月数×７／８

半額免除 免除月数×３／４

４分の３免除 免除月数×５／８

全額免除 免除月数×１／２

１．７００,２７３円

２．７０６,７８７円

３．７５２,３８６円

４．７５８,９００円

（問題３６）

（設問Ｄ）以下の＜資料＞の夫婦における配偶者の加給年金額と振替加算に関する次の記述のうち、最

も適切なものはどれか。

＜資料＞

生年月日 年齢
老齢厚生年金の

支給開始年齢

６０歳時における

厚生年金被保険者期間

夫 １９６０（昭和３５）年４月２７日 ６１歳 ６４歳 ３７年

妻 １９６３（昭和３８）年５月１４日 ５８歳 ６３歳 １０年

※夫婦共に厚生年金に加入しており（障害者特例および長期加入者特例に該当しない）、今後も引

き続き６５歳になるまで加入するものとする。

※夫婦共に老齢年金の受給資格期間を満たし、上記の支給開始年齢から老齢厚生年金を受給するも

のとする。

※妻は夫に生計を維持されているものとする。

１．夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されるのは、夫が６４歳になり老齢厚生年金の受給権

を取得した時である。

２．夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算される場合、妻が障害等級３級の障害厚生年金の支給

を受けることとなったときでも、加給年金額の支給は停止されない。

３．夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算される場合、妻が老齢基礎年金の受給権を取得した時

に、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

４．妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される場合、その後、離婚したときは、振替加算は加算

されなくなる。
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（問題３７）

（設問Ｅ）会社員の平尾修一さん（６３歳）は、老齢年金を繰下げ受給することを検討している。以下

の＜資料＞に基づく、修一さんが７０歳到達時に老齢年金の繰下げ受給を請求する場合に関

する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

＜資料＞

［平尾さん夫婦のデータ］

氏名 続柄 備考

平尾 修一 本人

１９５８（昭和３３）年４月１０日生まれ（６３歳）

１９８１（昭和５６）年４月にＰＪ株式会社に就職（厚生年金加入）し、

７０歳の誕生日まで厚生年金に加入して働く予定である。

平尾 雅子 妻

１９６４（昭和３９）年４月３０日生まれ（５７歳）

１９８５（昭和６０）年４月にＰＪ株式会社に就職（厚生年金加入）し、

１９９２（平成４）年４月の結婚後は専業主婦である。

※平尾さん夫婦に子はいない。

※平尾さん夫婦は障害の状態ではない。

１．修一さんが７０歳到達時に老齢厚生年金の繰下げ受給を請求する場合、加給年金額は増額さ

れる。

２．修一さんが７０歳到達時に老齢厚生年金の繰下げ受給を請求する場合、老齢基礎年金も７０

歳到達時に繰下げ受給を請求しなければならない。

３．修一さんが７０歳到達時に老齢厚生年金の繰下げ受給を請求する場合、その年金額は在職老

齢年金制度が適用されたときの支給停止額を除く部分が増額される。

４．修一さんが７０歳到達時に老齢厚生年金の繰下げ受給を請求し、受給開始後の７１歳の時に

死亡した場合、雅子さんが受給する遺族厚生年金の額は、繰下げ受給により増額された老齢

厚生年金の額に４分の３を乗じた額となる。
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（問題３８）

（設問Ｆ）ＬＢ株式会社に勤務している神野靖さんは、事故によって障害の状態となり、障害等級２級

の認定を受け、現在、障害年金を受給している。以下の＜資料＞に基づく、靖さんが現在受

給している障害基礎年金と障害厚生年金の額の組み合わせとして、正しいものはどれか。

＜資料＞

［靖さんのデータ］

・ １９７０（昭和４５）年７月１日生まれ（５０歳）

・ 妻（４８歳）、長女（２１歳）および長男（１５歳）と同居しており、いずれの人も靖さんに

生計を維持されている。

・ 妻および長男は障害者ではないが、長女は障害等級２級の認定を受けている。

［靖さんの厚生年金加入歴等］

［障害厚生年金（２級）の年金額の計算式］

報酬比例部分の年金額＝①＋②

① ２００３（平成１５）年３月以前の被保険者期間分

平均標準報酬月額 ×
７.１２５

１０００
×

２００３（平成１５）年３月以前の

被保険者期間の月数

② ２００３（平成１５）年４月以後の被保険者期間分

平均標準報酬額 ×
５.４８１

１０００
×

２００３（平成１５）年４月以後の

被保険者期間の月数

［配偶者の加給年金額］

２２４,９００円

［障害基礎年金（２級）の年金額］

７８１,７００円

［子の加算額］

第１子、第２子 １人当たり ２２４,９００円

１．障害基礎年金 １,００６,６００円  障害厚生年金   ８１５,５６２円

２．障害基礎年金 １,００６,６００円  障害厚生年金 １,０４０,４６２円

３．障害基礎年金 １,２３１,５００円  障害厚生年金   ８１５,５６２円

４．障害基礎年金 １,２３１,５００円  障害厚生年金 １,０４０,４６２円

被保険者期間２０４月

平均標準報酬額５０万円

▼
２００３（平成１５）年４月

被保険者期間１２０月

平均標準報酬月額３０万円

入社
▲

初診日
▲

障害認定日
▲
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（問題３９）

（設問Ｇ）ＫＢ株式会社に勤務していた青野弘明さんは、２０２１年４月３日に病気のため死亡した。

以下の＜資料＞に基づき、弘明さんが死亡した時点で妻の昌代さんに支給される公的年金の

遺族給付の額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［青野さん家族のデータ］

氏名 続柄 備考

青野 弘明 夫

・ １９７６（昭和５１）年７月２９日生まれ（死亡当時４４歳）

・ ２０歳から大学を卒業する２２歳まで国民年金に加入し、保険料を納

付していた。

・ 大学卒業後死亡するまでＫＢ社に勤務し、厚生年金に加入していた。

青野 昌代
本人

（妻）

・ １９７７（昭和５２）年３月２５日生まれ（４４歳）

・ ２３歳の時に弘明さんと結婚し、以後専業主婦であった。

青野 美奈 長女 ・ ２００１（平成１３）年３月７日生まれ（２０歳・大学生）

青野 佳奈 二女 ・ ２００６（平成１８）年１０月４日生まれ（１４歳・中学生）

※妻、長女および二女は障害者ではなく、いずれの人も弘明さんに生計を維持されていた。

［弘明さんの厚生年金加入歴等］

［遺族厚生年金額の計算式］

（①＋②）×３／４

① ２００３（平成１５）年３月以前の被保険者期間分

平均標準報酬月額 ×
７.１２５

１０００
×

２００３（平成１５）年３月以前の

被保険者期間の月数

② ２００３（平成１５）年４月以後の被保険者期間分

平均標準報酬額 ×
５.４８１

１０００
×

２００３（平成１５）年４月以後の

被保険者期間の月数

※短期要件に基づく遺族厚生年金の額は、被保険者期間が３００月未満の場合は、３００月とみ

なして計算する。

▼

死亡
▲

１９９９年
（平成１１年)

４月

入社
▲

２００３年
（平成１５年）

４月
▼

被保険者期間 ４８月
平均標準報酬月額 ２３万円

被保険者期間 ２１６月
平均標準報酬額 ４１万円
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［中高齢寡婦加算の額］

５８６,３００円

［遺族基礎年金の額］

７８１,７００円

［子の加算額］

第１子、第２子 １人当たり ２２４,９００円

１．１,４２９,６４３円

２．１,４８７,３３１円

３．１,６５４,５４３円

４．１,７１２,２３１円

（問題４０）

（設問Ｈ）国民年金法の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載以外

の受給要件は満たしているものとする。

１．寡婦年金は、事実上の婚姻関係が１０年以上継続していたとしても、法律上の婚姻関係が

１０年以上継続していなければ、受給することができない。

２．寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ受給の老齢基礎年金の受給権を取得しても、消滅し

ない。

３．死亡した夫が付加保険料を３年以上納付している場合、妻が受給する寡婦年金の額に一定額

が加算される。

４．死亡一時金を受給できる遺族は、死亡当時、死亡した人と生計を同じくしていた一定の人で

あり、遺族の収入に係る要件はない。
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問９

企業年金や退職金等に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選ん

でください。

（問題４１）

（設問Ａ）確定拠出年金法の中小事業主掛金納付制度（ｉＤｅＣｏ＋）に関する次の記述のうち、最も

不適切なものはどれか。

１．中小事業主掛金納付制度を実施できるのは、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生

年金基金のいずれも実施していない第１号厚生年金被保険者である従業員数が３００人以下

の事業主である。

２．加入者掛金と事業主掛金の合計額は、月額５,０００円以上２３,０００円以下でなければな

らない。

３．事業主掛金は、加入者掛金を上回ってはならないとされている。

４．加入者掛金は、所得税の計算上、小規模企業共済等掛金控除として全額を加入者の所得から

控除することができる。
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（問題４２）

（設問Ｂ）国民年金の第１号被保険者である川久保さん（３６歳３ヵ月）は、老後の年金が老齢基礎年

金だけであることを不安に感じており、国民年金基金への加入を検討している。川久保さん

が現時点で以下の＜資料＞のとおり国民年金基金に加入した場合、６５歳時点で受給するこ

とができる年金額（年額）として、正しいものはどれか。なお、受給年金額（年額）は百円

未満を四捨五入すること。

＜資料＞

［給付の型と加入口数］

給付の型 加入口数 受給年金月額（１口当たり） 給付の内容

１口目 Ａ型 １口 １５,０００円 ６５歳～終身 １５年保証期間付

２口目以降
Ａ型 １口 ５,０００円 ６５歳～終身 １５年保証期間付

Ⅰ型 １口 ５,０００円 ６５歳～８０歳 １５年確定年金

［加算額の計算］

５０歳未満の人が誕生月以外に加入した場合、次年齢に達するまでの月数に応じた額が年金額に

加算される。

加算額（年額）＝単位加算額×加算月数×加入口数

※加算月数は加入の翌月から次年齢に達する月までの月数

加入時年齢
単位加算額

１口目の年金 ２口目以降の年金

３６歳 １口 ７７１円 １口当たり ２５７円

３７歳 １口 ８０１円 １口当たり ２６７円

１．３００,０００円

２．３０９,３００円

３．３１１,６００円

４．３１２,０００円

（問題４３）

（設問Ｃ）小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

１．個人事業主が加入資格を満たしている場合、その事業の経営に携わる共同経営者も、個人事

業主１人につき２人まで加入することができる。

２．個人事業者である共済契約者の掛金は、所得税の計算上、事業所得の必要経費に算入するこ

とができる。

３．掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選択することができるが、前納制度はない。

４．共済金の一括受取りと分割受取りを併用するには、共済金額が２００万円以上でなければな

らない。
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（問題４４）

（設問Ｄ）藤原さんは、２０１７年３月３１日にＨＡ社を退職して退職一時金を受け取り、２０２１年

１月３１日にＨＤ社を退職して退職一時金を受け取った。以下の＜資料＞に基づき、藤原さ

んがＨＤ社から受け取った退職一時金に係る所得税の計算上、退職所得控除額として、正し

いものはどれか。

＜資料＞

・ 特定役員退職手当等に該当するものではない。

・ 障害者になったことに基因する退職ではない。

・ 退職所得に関する手続きについては適正に行われている。

・ ＨＡ社より支給された退職一時金の額は、ＨＡ社の勤続年数に対応する退職所得控除額以上で

あった。

［ＨＤ社の退職一時金に係る退職所得控除額の計算］

その年に支給された退職手当とその年の前年以前４年以内に支給された退職手当の計算の基礎と

したそれぞれの勤続期間に重複している期間があるときは、その重複期間に対応する退職所得控

除額を控除してその年の退職所得控除額を算出する。従って、藤原さんの退職所得控除額は以下

の計算式により算出する。

退職所得控除額＝（イ）－（ロ）

（イ）ＨＤ社の勤続期間に対応する退職所得控除額

（ロ）ＨＡ社の勤続期間とＨＤ社の勤続期間が重複している期間（１年未満の端数切捨て）に

対応する退職所得控除額

１． ８０万円

２．１２０万円

３．１６０万円

４．２００万円

１９９０年１月１日

入社
▼ ▼

ＨＡ社

ＨＤ社

１１年５ヵ月

（重複期間）

７年７ヵ月

［藤原さんの勤続期間等］

▲
２００９年９月１日

入社

▲
２０２１年１月３１日

退職

２０１７年３月３１日

退職



2021年度第1回 ライフプランニング・リタイアメントプランニング

43ライフプランニング・リタイアメントプランニング ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 無断複製転載禁止



ライフプランニング・リタイアメントプランニング 2021年度第1回

44ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 無断複製転載禁止 ライフプランニング・リタイアメントプランニング

問１０

中小法人の資金計画等に関する以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選

んでください。

（問題４５）

（設問Ａ）以下の＜資料＞に基づく、ＬＣ株式会社の資金繰りに関する下表の空欄（ア）にあてはまる

数値として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［ＬＣ社の売上と仕入の実績］

２月 ３月 ４月 ５月

現金売上 ７００万円 ６００万円 ８００万円 ４００万円

掛売上 ２,５００万円 ２,２００万円 ２,４００万円 １,８００万円

掛仕入 ２,２００万円 １,８００万円 ２,１００万円 １,６００万円

［ＬＣ社の取引条件］

○売上は現金売上および掛売上によるものとし、仕入はすべて掛仕入とする。

○掛売上の回収

・ 売上の翌月末日に、代金の６割を現金で受け取り、４割を手形で受け取るものとする。

・ 手形の振出日から支払期日までの期間は１ヵ月であり、期日に決済されるものとする。

○掛仕入の支払

・ 仕入の翌々月末日に、代金の５割を現金で支払い、５割を手形で支払うものとする。

・ 手形の振出日から支払期日までの期間は２ヵ月であり、期日に決済されるものとする。

［ＬＣ社の資金繰り表（一部）］

４月末日 ５月末日

現金残高 ５００万円 （ ア ）万円

※現金残高の計算は、上記の取引のみを考慮するものとする。

１．１,２２０

２．１,４４０

３．２,１７０

４．２,３２０
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（問題４６）

（設問Ｂ）中小企業倒産防止共済法に基づく中小企業倒産防止共済制度（以下「経営セーフティ共済」

という）は、中小企業の取引先事業者が倒産したことによる連鎖倒産を防ぐことを目的に創

設され、倒産した取引先事業者に対する売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金

の借入れを受けることができる制度である。この制度に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）

にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

・ 経営セーフティ共済に加入するためには、（ ア ）以上、継続して事業を行っていなければな

らない。

・ 掛金月額は、５,０００円から（ イ ）までの範囲で、５,０００円単位で自由に選択するこ

とができる。

・ 共済金の借入限度額は、被害額（回収が困難となった売掛金債権等）または掛金総額の１０倍

に相当する額のいずれか少ない額となる。借入額は原則として、５０万円から（ ウ ）で５

万円単位の額となる。

１．（ア）６ヵ月  （イ）１０万円  （ウ）８,０００万円

２．（ア）６ヵ月  （イ）２０万円  （ウ）５,０００万円

３．（ア）１年   （イ）１０万円  （ウ）５,０００万円

４．（ア）１年   （イ）２０万円  （ウ）８,０００万円
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問１１

ＣＦＰ認定者にとって、リタイアメントプランニングに関する最近の情報に関心をもち、情報収集

しておくことは大切です。以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでく

ださい。

（問題４７）

（設問Ａ）荒木義弘さんは、公証役場に出向き、以下の＜条件＞に基づいて、公正証書遺言１通を作成

するつもりである。＜公正証書作成手数料の表＞に基づいて計算した手数料の合計額として、

正しいものはどれか。なお、公正証書の枚数による手数料の加算は考慮しないものとする。

＜条件＞

・ 荒木さんの妻はすでに死亡しており、荒木さんの相続人は長男および二男の２人である。

・ 荒木さんの所有財産は下表のとおりであり、現金の合計額は３,５００万円である。

・ 宅地、建物の評価額および取得予定者は下表のとおりである。

・ 長男と二男が取得する財産の相続税評価額の総額が同じになるように現金を分割する。

・ 祭祀主宰者は指定しない。

［遺産分割とその価額］

取得予定者 財産
固定資産税評価証明書を

基にした評価額
相続税評価額

長男

甲宅地 ２,５００万円 ２,８００万円

甲宅地上の建物 １,４００万円 １,４００万円

現金 － ＊＊＊＊万円

二男
乙宅地 ２,４００万円 ２,９００万円

現金 － ＊＊＊＊万円

合計 － １０,６００万円

※問題作成の都合上、表の一部を「＊＊＊＊」にしてある。
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＜公正証書作成手数料の表＞

目的の価額 手数料

１００万円以下 ５,０００円

１００万円を超え２００万円以下 ７,０００円

２００万円を超え５００万円以下 １１,０００円

５００万円を超え１,０００万円以下 １７,０００円

１,０００万円を超え３,０００万円以下 ２３,０００円

３,０００万円を超え５,０００万円以下 ２９,０００円

５,０００万円を超え１億円以下 ４３,０００円

１億円を超え３億円以下
４３,０００円に５,０００万円までごとに

１３,０００円を加算

３億円を超え１０億円以下
９５,０００円に５,０００万円までごとに

１１,０００円を加算

１０億円を超える場合
２４９,０００円に５,０００万円までごとに

８,０００円を加算

※宅地および建物に係る目的の価額は、固定資産税評価証明書を基にした評価額によるものとする。

※相続人ごとに目的の価額を算出してそれぞれの手数料を算定し、その合計額が公正証書作成手数料の

額となる。

※遺言加算：１通の遺言公正証書における目的価額の合計額が１億円を超えないときは、１１,０００

円を加算する。

１．５８,０００円

２．６９,０００円

３．８３,０００円

４．８６,０００円
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（問題４８）

（設問Ｂ）民法の委任契約の規定に基づく死後事務委任契約および成年後見制度に関する次の記述のう

ち、最も適切なものはどれか。

１．死後事務委任契約は、葬儀や埋葬などに関する連絡事務や生活用品の整理および処分に関す

る事務について定めることができる。

２．死後事務委任契約は、本人と受任者との間で公正証書による契約が義務付けられている。

３．成年後見人は財産に関する法律行為について成年被後見人を代理するため、家庭裁判所の許

可を得ることなく、成年被後見人の居住用建物または敷地を売却することができる。

４．成年後見人は、その事務を行うに当たり必要なときは、家庭裁判所の審判を得て成年被後見

人宛の郵便物の転送を受けることができるが、その期間は１年が限度とされている。

（問題４９）

（設問Ｃ）各都道府県の社会福祉協議会が行っている「不動産担保型生活資金貸付制度（要保護世帯向

けを除く）」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項

については考慮しないものとする。

１．担保となる居住用不動産は、原則として借入申込者が単独で所有するものでなければならな

い。

２．担保となる居住用不動産に、賃借権等の利用権および抵当権等の担保権が設定されていない

ことが貸付けの条件である。

３．借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であることが貸付けの条件で

ある。

４．貸付金額は、月額５０万円以内とされている。
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（問題５０）

（設問Ｄ）介護保険法に基づく介護施設および介護予防認知症対応型共同生活介護・認知症対応型共同

生活介護（以下「グループホーム」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なものは

どれか。

１．介護医療院の入所対象者は、要介護１以上の介護認定を受けている人に限られており、要支

援の人は入所することができない。

２．介護老人保健施設（老健）の入所対象者は、要介護１以上の介護認定を受けている人に限ら

れており、要支援の人は入所することができない。

３．介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所対象者は、要介護１以上の介護認定を受け

ている人に限られているが、要支援２の人であっても、介護老人福祉施設以外での生活が著

しく困難であると認められる場合には、特例的に入所することができる。

４．グループホームの入所対象者は、要支援２または要介護１以上の介護認定を受けている人に

限られており、要支援１の人は入所することができない。


